
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和５年度補助金関連情報

 

事業名 補助金額 事業の概要 

小規模事業者

持続化補助金 

 

※小規模事業

者が行う販路

開拓（顧客を増

やす）取組に。 

50～200万円 

補助率 2/3～3/4 

 

※補助金額や補

助率は申請枠等

により変動しま

す。詳細は右記

表を参照。 

 

※申請時には事

業計画の作成が

必要です。 

事業趣旨：小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助するこ

とにより、地域産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図る。 

対象業種：小規模事業者（会社・個人事業主） 

※業種ごとに小規模事業者である判定基準の従業員数が異なります。 

対象経費：機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、 展示会等出展費 （オンラ

インによる展示会・商談会等を含む）、開発費、外注費など。 

申 請 枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募締切：第 12回締切（直近）：R５年６月１日、第 13回締切：R５年９月７日 

飲食・商業・

サービス業等

エネルギーコ

スト削減対策

緊急支援事業 

（第 2回公

募） 

 

※設備機器の

更新による省

エネ化の取組

に。 

20～200万円 

 

補助率 

1/2または 2/3 

 

※申請時にコ

ロナ融資の残

高がある方は 

2/3に補助率が

アップ。 

 

事業趣旨：エネルギー価格高騰の影響を受けている飲食・商業・サービス業等を営

む中小企業に対して、エネルギーコスト削減を図るための取組の経費の一部を補助

することにより、中小企業等の経営を支援する 

対象業種：島根県内に本社または工場等を有する中小企業者で飲食・商業・サービ

ス業を営むもの。（農林業・漁業・製造業などは対象になりません。） 

対象経費：既存設備に⽐べ⾼効率で、エネルギーコスト（電気代、ガス代、重油代、

軽油代、灯油代など）を削減できる設備・機器の更新および導⼊（付帯⼯事等） 

※飲食・商業・サービス業にかかる設備であることが条件です。 

経費例：冷蔵庫・空調設備の更新、LED照明器具への変更、事業用車両の更新（購

入車両の車検証に「事業用」と書かれていることなどの要件があります。） 

公募期間：令和５年１月３１日（火）～９月３０日（土） 

 ２次締切 (５月３１日)、３次締切 (７月３１日)、 ４次締切 (９月３０日) 

※補助事業の実施は令和６年２月２８日までに完了してください。 

 

なお公募要領の詳細や申請書式等は島 
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